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広報 
12.15

市 の 人 口●127,701人（－32人） 
　　　　　　男65,357人　女62,344人 
市の世帯数●52,269世帯（＋359世帯） 
平成19年11月１日現在（　）は前年同月との増減 

●住民税の控除などが変わります（2面） 
●みんなの健康（3面） 
●平成18年度決算の概要（4・5面） 
●ざまインフォメーション（6・7面） 
●市ホームページをリニューアル（8面） 

【座間市のお知らせ】№798

い
よ
い
よ
あ
と
二
週
間
余
り
で
平
成
十
九
年
も
終
わ

り
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
市
政
全
般
に
わ
た
り

ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

年
末
年
始
は
、
市
役
所
を
は
じ
め
、
市
内
公
共
施
設

の
開
業
日
や
ご
み
の
収
集
日
な
ど
、
各
種
業
務
の
日
程

が
通
常
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

来
る
新
年
が
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
輝
か
し
い
年
と
な

る
こ
と
を
お
祈
り
し
ま
す
。

※上段（黒字）は年末最終の収集日、下段（赤字）は年始最初の収集日です。 

地　　区 

相模が丘 

ひばりが丘、 
小松原、広野台、 

さがみ野 

栗原中央、 
南栗原、 

西栗原、東原 

　立野台、 
入谷 

座間、 
  新田宿、四ツ谷、 

明王、 
  緑ケ丘、相武台、 

栗原 

燃えるごみ 缶・瓶・紙・布 ペットボトル プラスチック製 容器包装 燃えないごみ し　　尿 生活排水 

12月30日（日） 
 

１月７日（月） 

12月19日（水） 
 

１月９日（水） 

12月21日（金） 
 

１月４日（金） 

12月28日（金） 
 

１月11日（金） 

12月26日（水） 
 

１月９日（水） 

12月20日（木） 
 

１月10日（木） 

12月18日（火） 
 

１月８日（火） 

12月29日（土） 
 

１月５日（土） 

12月28日（金） 
 

１月４日（金） 

12月17日（月） 
 

１月７日（月） 

12月26日（水） 
 

１月30日（水） 

12月28日（金） 
 

１月25日（金） 

12月27日（木） 
 

１月31日（木） 12月28日（金） 
 

１月４日（金） 

12月30日（日） 
 

１月４日（金） 
12月25日（火） 

 
１月29日（火） 

12月24日（月） 
 

１月28日（月） 

12月26日（水） 
 

１月９日（水） 

12月28日（金） 
 

１月11日（金） 

12月27日（木） 
 

１月10日（木） 

12月25日（火） 
 

１月８日（火） 

「資源物、ごみ、し尿・生活排水」の収集日程表 

施　　　設　　　名 

12　月 １　月 

26日 
（水） 

27日 
（木） 

28日 
（金） 

５日 
（土） 

４日 
（金） 

６日 
（日） 

29日（土） 
 

31日（月） 

～
 １日（日） 

 
３日（木） 

～
 

市役所・各出張所 
各コミュニティセンター 
サニープレイス座間（総合福祉センター） 
各児童館 
市民健康センター（保健部門）※１ 
市公民館・北・東地区文化センター 
ハーモニーホール座間（市民文化会館） 
青少年センター 
ひまわり公園テニスコート※２ 
栗原遊水地テニスコート 
座架依橋壁打ちテニス練習場※３ 
スカイアリーナ座間（市民体育館） 
図書館 
リサイクルプラザ 
子育て支援センター 
第２子育て支援センター 
大和斎場※４ 

×…休み　▲…午前のみ　○…平常どおり（大和斎場を除く。※４参照。） 
※１　27日は午後１時～５時が健康増進室のみ利用可。28日は午後１時から利用可。 
※２　１月４日は、オムニコート（Ｅ・Ｆ）は午前11時から、クレーコート（Ａ～Ｄ）は午後1時から利用できます。 
※３　11月1日から平成20年３月31日までは利用できません。 
※４　12月31日は火葬と告別式のみ、１月４日は火葬と通夜のみ。予約は通常通り24時間対応します。 
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（○印は開業日） 

× 

公共施設業務日程表 

年
末
年
始
の
公
共
施
設
業
務
は
、
上
表
の
と

お
り
で
す
。
市
役
所
で
は
閉
庁
中
、
戸
籍
に
関

す
る
届
け
出
の
預
か
り
、
死
体
埋
火
葬
許
可
証

の
発
行
以
外
の
業
務
は
行
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
住
民
票
等
自
動
交
付
機
も
、
十
二
月

二
十
九
日
（
土
）
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
三
日

（
木
）
ま
で
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
（
左
記
参
照
）。

年
末
年
始
の
「
資
源
物
、
ご
み
、
し
尿
・

生
活
排
水
」
の
収
集
日
程
は
、
下
表
の
と
お

り
で
す
。

年
末
は
、
大
掃
除
や
正
月
の
準
備
な
ど
で

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の
量
が
増
え
ま
す
。
ま

た
、
慌
し
さ
か
ら
、
分
別
方
法
や
収
集
日
の

間
違
い
が
増
え
て
き
ま
す
。
大
掃
除
な
ど
で

出
た
不
用
物
は
正
し
く
分
別
し
、
収
集
日
の

午
前
八
時
三
十
分
ま
で
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

一
年
の
う
ち
で
、
ご
み
が
最
も
増
え
る
こ

の
時
期
。
引
き
続
き
ご
み
の
減
量
化
、
資
源

化
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
木
の
枝
を
出
す
場
合
は
、
必
ず
太
さ
を
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
長
さ
五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
下
に
切
断
し
、
ひ
も
な
ど
で
結

ば
ず
に
、
透
明
・
半
透
明
の
袋
に
入
れ
て
燃

え
る
ご
み
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

担
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清
掃
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
６
５
９

�
０
４
６（
２
５
２
）７
６
４
１

年末年始の閉庁日と、庁内電気設備定期点検のため次のとおり自動交
付機のサービスを利用できません。ご不便をお掛けしますが、ご理解い
ただきますようお願いします。
◆年末年始の閉庁日利用停止期間
・市庁舎内自動交付機は、12月29日（土）～平成20年１月３日（木）
・ラクアル・オダサガ内自動交付機は、12月31日（月）～平成20年１月
３日（木）

◆庁内電気設備定期点検の利用停止日
・平成20年１月５日（土）は両自動交付機とも終日利用できません。
○自動交付機の利用時間 平日は午前８時30分～午後８時、土曜・日曜
日、祝日は午前８時30分～午後５時
※12月29日、30日の稼働時間は午前８時30分～午後５時。
※自動交付機を利用するには、「自動交付機用の暗証番号」を登録した
座間市民カードまたは住民基本台帳カードが必要です。
※自動交付機で発行できる証明書は、カードを所有している本人また
は同一世帯の方の住民票の写しと、本人の印鑑登録証明書です。

担当 戸籍住民課 �046（252）8083 �046（255）3550

市役所閉庁中（12月29日～１月３日）のお問い合わせは�046（255）1111（代表）へ
※年末年始の休日・夜間診療に関しては、本紙３面をご覧ください。

市消防本部では、地元消防団や立野台地区女性消防隊の協力の下、12
月25日（火）から31日（月）まで『歳末火災特別警戒』を実施します。
年末は、生活の繁忙に加え、季節柄「火」を使用する機会が多くなり、

火災発生の危険が増大します。
期間中は、消防車が市内を巡回して広報を実施するとともに消火栓や

防火水槽などの消防水利の状況や、狭い道路での駐車の状況などを調査
し、消防活動上の支障となる車両などの撤去指導などを行いますので、
皆さんのご協力をお願いします。
市民の皆さんが明るい新年を迎えるために、次のことに注意して、い

ま一度「火」に対する注意を見直してください。
３つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる
○ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で使用する
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
４つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
○寝具や衣類、カーテンへの火災を防ぐために防炎品を使用する
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる
担当 消防管理課 �046（256）2211 �046（256）2215

公
共
施
設
業
務
日
程 

「
資
源
物
、ご
み
、し
尿
・ 

　
生
活
排
水
」
の
収
集
日
程 

� 住民票等自動交付機利用停止のお知らせ �
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所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
額
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
方

は
、
申
告
が
必
要
で
す
。
税
源

移
譲
に
よ
り
所
得
税
が
減
額
と

な
り
、
控
除
で
き
る
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
額
が
減
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
平
成
十
八
年
末
ま
で
に

入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
を
受
け
て
い
る
方
で
、

所
得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
か
っ

た
額
が
あ
る
場
合
は
、
翌
年
度

（
二
十
年
度
〜
二
十
八
年
度
）

の
住
民
税
（
所
得
割
）
か
ら
控

除
で
き
ま
す
。

該
当
す
る
方
は
、
二
十
年
度

分
に
つ
い
て
は
二
十
年
三
月
十

七
日
ま
で
に
市
役
所
ま
た
は
大

和
税
務
署
に
申
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
（
図
１
参
照
）
。

申
告
書
は
、
二
十
年
一
月
以
降

に
市
役
所
・
出
張
所
と
大
和
税

務
署
の
窓
口
で
配
布
し
ま
す

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
可
能
）。

期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、
そ
の
年

度
分
の
減
額
措
置
は
受
け
ら
れ

な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、

毎
年
申
告
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

平
成
十
九
年
に
所
得
が
減
っ

て
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
な
く
な

っ
た
方
は
、申
告
が
必
要
で
す
。

税
源
移
譲
に
よ
り
、
所
得
税

率
の
変
更
に
よ
る
税
負
担
の
軽

減
の
影
響
を
受
け
ず
、
住
民
税

率
の
変
更
に
よ
る
税
負
担
の
増

加
の
影
響
の
み
を
受
け
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
既

に
納
付
さ
れ
て
い
る
十
九
年
度

住
民
税
か
ら
税
源
移
譲
に
よ
り

増
額
と
な
っ
た
住
民
税
相
当
額

を
還
付
し
ま
す
（
図
２
参
照
）。

還
付
の
対
象
と
な
る
の
は
、

住
民
税
と
所
得
税
の
人
的
控
除

（
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、

基
礎
控
除
な
ど
）
額
の
差
の
合

計
額
が
、
二
十
年
度
の
住
民
税

の
合
計
課
税
所
得
金
額
（
課
税

分
離
所
得
等
の
金
額
が
あ
る
場

合
は
、
こ
れ
ら
の
金
額
を
合
計

し
た
金
額
）
以
上
に
な
る
方
に

限
ら
れ
ま
す
。
寄
付
金
控
除
額

な
ど
の
人
的
控
除
額
以
外
の
控

除
額
の
増
加
や
、
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
な
ど
に
よ
っ
て
所
得
税
が

課
税
さ
れ
な
く
な
っ
た
方
、
十

九
年
中
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
や

海
外
へ
転
出
し
二
十
年
一
月
一

日
現
在
国
内
に
居
住
し
て
い
な

い
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
住
民
税
の
還
付
を
受
け

る
た
め
に
は
、
二
十
年
七
月
一

日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
に
申
告

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
期

限
を
過
ぎ
ま
す
と
、
還
付
を
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。申
告
先
は
、

十
九
年
一
月
一
日
現
在
お
住
ま

い
の
市
区
町
村
に
な
り
ま
す
。

税
制
改
正
に
伴
い
、
二
十
年
度
か
ら
個
人
住
民
税
の
控
除
に
関

し
て
変
更
や
還
付
、
創
設
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

担
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市
民
税
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市では、座間駅、相武台前駅、小田急相模原駅、相鉄線さがみ野駅の４駅周辺
の道路を「自転車放置禁止区域」に指定し、歩行者の安全と緊急車両の通行確保
を図っています。
しかし、最近では自転車の放置される区域が広がっていることや、再開発事業

の影響などにより区域を見直す必要が生じたため、このたび、相武台前駅周辺の
禁止区域を拡大し、小田急相模原駅周辺については一部廃止をするなどの見直し
をまとめた素案を作成しました（下図参照）。
そこで、この素案に対する意見を、市民の皆さんから募集します。素案は、市

役所２階の安全対策課や各出張所の窓口に備えてあるほか、市のホームページで
も閲覧できます。また、それぞれの場所において素案に対する意見を提出するこ
ともできます。皆さんからいただいたご意見については個別に回答はしませんが、
寄せられた皆さんからの意見をまとめて、その概要と市の考え方を公表します。
○意見の提出方法　「自転車放置禁止区域見直し素案について」と記載し、住所、
氏名（在勤者と在学者については事業所名、学校名とその所在地）も明記した
上、直接、郵送、ファクスまたは電子メールで次の提出先へ（書式自由）

○提出先　〒228-8566 座間市役所安全対策課�046（252）7773
電子メール　minaosi@city.zama.kanagawa.jp

○提出期限　平成20年１月15日（火）
※意見の提出は、市内在住・在勤・在学者に限ります。
※電話での意見の受け付けはいたしません。

担当 安全対策課 �046（252）8158 �046（252）7773

県
道
町
田
厚
木
線
 

県
道
町
田
厚
木
線
 

相武台前駅相武台前駅 相武台前駅 

小田急線 

相武台 
４丁目 

現行の自転車放置 
禁止区域 

自転車放置禁止 
追加区域 

緑ケ丘 
4丁目 

相　模　原　市 

か
に
が
沢
公
園 

緑ケ丘 
６丁目 

至厚木 

小田急相模原駅 

横浜銀行横浜銀行 

三井住友銀行三井住友銀行 

横浜銀行 

三井住友銀行 

ルネ 
小田急相模原 

相模が丘 
五丁目 
相模が丘 
五丁目 

相模が丘 
一丁目 
相模が丘 
一丁目 

相模が丘一丁目 相模が丘一丁目 

相模が丘 
一丁目 
相模が丘 
一丁目 

小田急線 

相模が丘 
二丁目 
相模が丘 
二丁目 

相模が丘五丁目 相模が丘五丁目 

相　模　原　市 

相模原市 

 

現行の自転車放置 
禁止区域 

自転車放置禁止 
削除区域 

相武台駅前周辺 小田急相模原駅周辺

工場や商店などで使っている構築物、機械、車両、工具、備品などの事
業用資産を償却資産といいます。会社または個人の“償却資産の所有者”
は、１月１日現在におけるその資産の状況を、平成20年１月31日（木）ま
でに申告していただくことになっています。
申告用紙の入手法や詳しい内容については、担当にお問い合わせくださ

い。

担当 固定資産税課　�046（252）8047 �046（255）3550

十
九
年
度
本
市
で
住
民
税
が
課

税
さ
れ
、
引
き
続
き
二
十
年
一

月
一
日
現
在
、
本
市
に
在
住
の

方
は
六
月
中
に
申
告
書
を
送
付

す
る
予
定
で
す
。
十
九
年
一
月

二
日
以
降
に
本
市
に
転
入
し
た

方
は
、十
九
年
一
月
一
日
現
在
、

住
ん
で
い
た
市
区
町
村
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

近
年
多
発
し
て
い
る
地
震
災

害
を
受
け
、
地
震
災
害
に
対
す

る
国
民
の
自
助
努
力
に
よ
る
個

人
資
産
の
保
全
を
促
進
し
、
地

域
災
害
時
に
お
け
る
将
来
的
な

国
民
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め

に
、
地
震
保
険
料
の
控
除
を
創

設
し
ま
し
た
（
支
払
っ
た
地
震

保
険
料
の
二
分
の
一
の
額
で
二

万
五
千
円
ま
で
）。

な
お
、
こ
の
こ
と
に
伴
い
、

従
来
の
損
害
保
険
料
控
除
は
全

廃
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
経
過

措
置
と
し
て
平
成
十
八
年
末
ま

で
に
結
ん
だ
長
期
の
損
害
保
険

契
約
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
長
期
損
害
保
険
料
控
除

の
適
用
が
で
き
ま
す
（
両
方
の

控
除
を
合
わ
せ
て
二
万
五
千
円

ま
で
）。

六
十
五
歳
以
上
（
昭
和
十
五

年
一
月
二
日
以
前
生
ま
れ
）
で

所
得
が
百
二
十
五
万
円
以
下
の

方
に
適
用
さ
れ
て
い
た
非
課
税

措
置
が
、
平
成
十
八
年
度
課
税

分
以
降
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
際
、
急
激
な
税
負
担
を
軽
減

す
る
経
過
措
置
と
し
て
、
十
八

年
度
に
は
税
額
の
三
分
の
二
、

十
九
年
度
に
は
税
額
の
三
分
の

一
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
二
十
年
度
に
は
こ
の
経
過

措
置
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご

承
知
く
だ
さ
い
。

図２　年度間の所得変動に伴う減額措置 

平成18年（度） 

平成19年中の 
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平成19年（度） 
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ない場合 

平成19年（度） 
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住民税 所得税 

住民税 

還 付 税源移譲により増額となった 
住民税相当額が還付されます。 
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本
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住
民
税
額 

所得税から控除しきれなかった住宅ローン 
控除額を翌年度の住民税（所得割）から控除 
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図1　住民税から控除される住宅ローン控除額 

住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 
所得税の確定申告をされない方 
所得税の確定申告をされる方 

住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 
源泉徴収票を添付して座間市役所に提出 
所得税の確定申告書とともに大和税務署に提出 

これまで所得税から控除できた住宅ローン控除額が減少 

【償却資産の一例】 

・飲食店 
　厨房設備、 
　カラオケセットなど 

・工　場 
　製造設備、 
　受変電設備など 

・ホテル・旅館 
　客室備品、 
　洗濯設備など 

・建設業 
　パワーショベル、 
　ポータブル発電機など 

・理容・美容業 
　理容・美容いす、 
　洗面設備など 

・医　院 
　ベッド、手術台、 
　X線装置など 

・ガソリンスタンド 
　オイルチェンジャー、 
　洗車機など 

・小売店 
　商品陳列ケース、 
　冷蔵庫など 

・農　業 
　田植え機、 
　コンバインなど 
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▽とき＝12月17日（月）午後１時15分～２時15分受け
付け（時間厳守）▽ところ＝市民健康センター▽対
象＝平成19年9月生まれ（対象者には個人通知します）
と対象月に受けられなかった６カ月未満児

▽とき＝平成20年１月11日（金）午前９時30分～10時
30分受け付け▽ところ＝東地区文化センター▽内容＝
身体測定と食事・発育状態・しつけの相談▽持ち物＝
母子健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝平成20年１月15日（火）午前10時～11時30分
▽ところ＝市民健康センター▽内容＝新しい友だちを
つくりたい保護者のための教室。赤ちゃんと楽しく遊
ぶ▽対象＝生後３カ月～４カ月児とその保護者▽定
員＝先着30人（申込順）▽持ち物＝母子健康手帳、バ
スタオル▽申込方法＝電話予約

▽ところ＝市民健康センタ
ー▽対象＝初産で妊娠20週
～31週の方と夫▽受講料＝
500円（テキスト代）▽持ち
物＝母子健康手帳、筆記用
具▽申込方法＝平成20年１
月８日（火)までに電話で担

広報ざま【座間市のお知らせ】No.798 平成19年（2007年）12月15日３

保 予 保健医療課 

受付時間 
◆休日（日曜日・祝日）昼間 
診療科目 電話番号 診療場所 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
歯　科 

耳鼻咽喉科 
外科・婦人科・眼科 

相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野） 
消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分 

午前９時～11時45分、午後２時～４時30分 
午前９時～11時30分、午後１時30分～４時30分 
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５２）８２１７ 
�０４２（７５６）９０００ 
�０４６（２５１）０１１９ 

◆夜　間 
診療科目 電話番号 診療場所 受付時間 

受付時間 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
外　科 消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分 
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分 

午後６時～10時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５１）０１１９ 

◆深　夜 
診療科目 電話番号 診療場所 診療時間 

小児科（外科系を除く） 

内科・外科 消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

小児救急情報センター（左記）でご確認くだ 
さい。 午後10時～翌朝午前７時（重病の場合は午前８時） 

午後10時～翌朝午前８時 

�０４６（２５５）９９３３ 

�０４６（２５１）０１１９ 
※聴覚障害者専用問い合わせ先 �０４６（２５１）５２６３ 
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。 
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。 

当へ

▽とき＝平成20年１月10日（木）午前10時～11時30分
▽ところ＝市民健康センター▽内容＝離乳食の作り
方・すすめ方、子どもの発達や予防接種について▽対
象＝生後５カ月～６カ月児とその保護者▽定員＝30人
（申込順）▽持ち物＝母子健康手帳、離乳食用スプー
ン▽申込方法＝電話予約

▽ところ＝市役所１階保健医療課▽内容＝食事療法や
健康全般についての栄養士・保健師による相談▽持ち
物＝健康手帳（お持ちでない方には当日発行します）
▽申込方法＝電話予約

▽とき＝平成20年１月23日（水）午前10時～正午、午
後１時～３時30分▽ところ＝座間駅前ロータリー▽主
催＝座間市食品衛生協会、座間市食生活改善推進団体
ひまわり会

５月16日・11月９日日産サービスセンター労組、５
月31日・10月10日日産自動車�座間事業所、６月８日
陸上自衛隊座間分とん地、６月28日・11月１日キャン
プ座間、７月17日東京コスモス電機�、７月26日三木
プーリ�相模事業所・森永乳業�研究情報センター、
８月29日東芝機械�相模工場で合計1,155人の方にご
協力いただきました。

予救急診療　　※電話をかける場合は番号をお確かめの上、お間違えのないように！

保育児相談

保なかよしベビークラス

保赤ちゃん教室

保母親父親教室
と　き 内　容 

 

１月19日（土） 

１月21日（月） 

１月26日（土） 

栄養の話、妊娠中の生活、 
赤ちゃんとの触れ合い体験 
産後の過ごし方と 
赤ちゃんの世話 
歯の話、妊婦体操、 
お産の流れと呼吸法 

午前９時15分 
　～11時30分 

午前９時30分 
　～11時30分 

午前９時30分 
　～11時30分 

午前９時30分 
　～11時30分 

赤ちゃんの沐浴、妊婦疑似 
体験、これからに向けて 

もくよく 

平成20年 
１月15日（火） 

保個別健康相談

予街頭献血

予献血へのご協力ありがとうございます

予ＢＣＧ接種

い
つ
も
今
ご
ろ
に
な
る
と
、
一
年
を
振
り

返
り
な
が
ら
、
お
正
月
を
迎
え
る
準
備
を
始

め
ま
す
。
大
掛
か
り
な
掃
除
や
片
付
け
は
し

ま
せ
ん
が
、
こ
の
十
数
年
は
、
不
都
合
が
無

い
限
り
手
作
り
の
し
め
縄
を
飾
り
新
年
を
迎

え
て
い
ま
す
。
こ
の
し
め
縄
作
り
の
き
っ
か

け
は
、
子
ど
も
た
ち
の
体
験
学
習
で
し
た
。

我
が
家
の
子
ど
も
た
ち
は
、
地
域
の
方
々

に
教
え
て
い
た
だ
き
、
小
学
五
年
生
で
稲
作

り
体
験
、
六
年
生
で
し
め
縄
作
り
を
し
ま
し

た
。
子
ど
も
が
作
っ
た
し
め
縄
は
、
稲
藁わ

ら

を

三
つ
編
み
に
し
た
素
朴
な
物
で
し
た
が
、
縁

起
物
を
飾
り
付
け
る
と
立
派
な
し
め
縄
に
な

り
、「
福
」
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
来
そ
う

で
し
た
。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
、
私
も
十
五
年

ほ
ど
前
、
公
民
館
の
「
し
め
縄
作
り
講
座
」

を
受
講
し
ま
し
た
。
藁
を
扱
っ
た
こ
と
も
無

く
、
最
初
は
縄
綯な

い
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

手作りのしめ縄

が
、
コ
ツ
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
か
ら
は
何

と
か
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
苦
労
し

ま
し
た
が
、
な
か
な
か
の
出
来
栄
え
で
、
大

満
足
で
し
た
。
最
近
は
、
し
め
縄
専
用
に
栽

培
さ
れ
た
稲
藁
で
作
ら
れ
た
色
々
な
形
の
し

め
縄
が
売
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
自
分
で
作
っ

た
し
め
縄
は
、
収
穫
後
の
藁
を
使
っ
て
い
る

の
で
、
昔
な
が
ら
の
年
末
の
仕
事
の
一
つ
を

体
験
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、
手
作
り
の
し
め
縄
で
新
し
い

年
を
迎
え
た
い
と
い
う
強
い
思
い
も
あ
り
、

家
族
全
員
が
健
や
か
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
願

い
を
込
め
て
、
玄
関
用
飾
り
、
輪
飾
り
、
車

用
飾
り
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

折
を
見
て
は
飾
り
付
け
の
縁
起
物
を
買
い
置

き
、
作
業
す
る
日
は
、「
日
柄
が
良
く
お
天

気
が
良
い
日
」
と
決
め
、
私
の
一
年
は
、
し

め
縄
を
作
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
ま
す
。

▲新しい年に願いを
託して…

「高齢者虐待」は、だれにでも起こり得る身近な問題です。すべての
人が安心して暮らせるように、虐待を未然に防ぎ、助け合える地域づく
りが求められています。
家庭内や施設内での高齢者虐待に気付いた場合は、下表の相談窓口

（地域包括支援センター）にご相談ください。

市では、平成18年４月に施行された「高齢者虐待防止・養護者支援法
（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律）」を
踏まえ、高齢者虐待防止ネットワークを関係機関の協力を得て構築し、
高齢者虐待への対応に当たっています。

担当 長寿介護課　�046（252）7084 �046（252）8238

地域や施設でこのようなことはありませんか？
高齢者をたたく・殴るなど・・・身体的虐待
怒鳴る・無視するなど・・・心理的虐待
必要な金銭を渡さない・使わせないなど・・・金銭的虐待
懲罰的に下半身を裸にして放置するなど・・・性的虐待
食べ物を与えない・着替えをさせないなど・・・介護放棄

高齢者虐待相談窓口（地域包括支援センター） 

事業所名 
所在地 
電　話・ 

ファクス番号 
担当地域 
事業所名 

所在地 
 

電　話・ 
ファクス番号 

担当地域 

相模台地域包括支援センター 
相模が丘6-27-9 
�046（266）5222 
�046（256）0650 

相模が丘、広野台、小松原 
座間市社協地域包括支援センター 

緑ケ丘1-2-1 
 

�046（266）2005 
�046（266）2009 

緑ケ丘、立野台、栗原中央、 
南栗原、西栗原、さがみ野 

ベルホーム地域包括支援センター 
栗原1261-1 

�046（258）2030 
�046（257）1803 

栗原、相武台、ひばりが丘、東原 
地域包括支援センター座間苑 

新田宿184 
ハイムパーシモンⅠ-101号 

�046（256）9007 
�046（251）8383 

新田宿、四ツ谷、座間、 
明王、入谷 �お米でお腹を満たし、藁で福を招

き、心を満たします
＝座架依橋付近で＝

地域で防ごう！高齢者虐待 地域で防ごう！高齢者虐待 地域で防ごう！高齢者虐待 



企
業
法
の
適
用
を
受
け
る
水
道

事
業
会
計
に
分
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歳
入
・
歳
出

額
は
、
表
１
の
と
お
り
で
す
。

一
般
会
計
の
歳
入
総
額
は
三

百
二
十
四
億
六
千
三
百
四
十
九

市
の
会
計
は
、
行
政
運
営
の

万
円
で
、
前
年
度
に
比
べ
て
五

億
一
千
三
十
三
万
円
（
一
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
）増
加
し
ま
し
た
。

歳
出
総
額
は
三
百
十
四
億
一
千

六
百
七
十
五
万
円
で
、
前
年
度

に
比
べ
て
五
億
五
千
六
百
七
十

七
万
円（
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）

増
加
し
ま
し
た
。

平
成
十
八
年
度
の
歳
入
か
ら

歳
出
を
差
し
引
き
す
る
と
十
億

四
千
六
百
七
十
四
万
円
に
な
り

ま
す
。
財
政
構
造
の
指
標
と
な

る
経
常
収
支
比
率
（
低
い
数
値

広報ざま【座間市のお知らせ】No.798 平成19年（2007年）12月15日５ 広報ざま【座間市のお知らせ】No.798 平成19年（2007年）12月15日４

た
め
の
基
本
的
な
会
計
で
あ
る

一
般
会
計
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
か
ら
得
ら
れ
る
料
金
な
ど

の
対
価
に
よ
っ
て
支
出
を
賄
う

四
つ
の
特
別
会
計
、
地
方
公
営

ほ
ど
財
政
構
造
に
弾
力
性
が
あ

る
）
は
、
九
二
・
九
パ
ー
セ
ン

ト
で
、
依
然
高
い
数
値
と
な
っ

て
い
ま
す
。

な
お
、
歳
入
と
歳
出
に
つ
い

て
詳
し
く
は
グ
ラ
フ
１
・
２
、

こ
の
ほ
ど
、
市
の
平
成
十
八
年
度
の
決
算
が
議
会
で
認
定

さ
れ
ま
し
た
。こ
こ
に
市
の
財
政
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
、

ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
市
民
の
皆
さ
ん
に

広
く
お
知
ら
せ
す
る
た
め
、
決
算
の
概
要
を
公
表
し
ま
す
。

担
当

財
政
課
　
�
０
４
６（
２
５
２
）
８
４
０
４

�
０
４
６
（
２
５
５
）
３
５
５
０

表
２
・
３
の
と
お
り
で
す
。

市
の
主
な
財
産
は
、
既
に
市

の
公
園
だ
っ
た
土
地
の
買
い
取

り
な
ど
に
よ
り
土
地
が
三
千
五

百
二
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル
増

え
、
基
金
が
六
千
六
百
十
六
万

円
減
少
し
ま
し
た
が
、
そ
の
ほ

か
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
大
き

な
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

市
の
負
債
は
、
新
規
の
起
債

発
行
の
抑
制
な
ど
に
よ
り
、
市

債
（
一
般
会
計
）
が
六
億
二
千

九
百
二
十
一
万
円
減
少
し
ま
し

た
。市

の
財
産
と
負
債
に
つ
い
て

詳
し
く
は
表
４
・
５
、
グ
ラ
フ

３
の
と
お
り
で
す
。

平成18年度歳入（収入）・歳出（支出）決算額 

一般会計の歳入を市民一人当たりで見ると　257,661円 

一 般 会 計  
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計  
老 人 保 健 特 別 会 計  
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計  
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計  
水 道 事 業 会 計  
総 計  

歳入（収入） 区　　　分 歳出（支出） 
324億6,349万円 
116億3,805万円 
53億4,263万円 
41億7,683万円 
39億2,084万円 
21億3,253万円 
596億7,437万円 

314億1,675万円 
115億2,242万円 
53億1,080万円 
40億9,225万円 
37億7,074万円 
29億3,632万円 
590億4,928万円 

【表１】 

国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
方
に

保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
、

医
療
費
を
支
払
う
事
業
で
す
。

平
成
十
八
年
度
の
歳
入
と
歳
出

は
グ
ラ
フ
４
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
歳
出
総
額
を
被
保
険

者
一
人
（
年
度
平
均
）
当
た
り

に
換
算
す
る
と
、
二
十
五
万
七

千
百
六
十
八
円
で
す
。

担
当

国
保
年
金
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
０
０
３

�
０
４
６（
２
５
２
）７
０
４
３

老
人
保
健
は
、
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
原
則
七
十
五
歳

以
上
の
方
の
医
療
に
関
す
る
事

業
で
す
。
医
療
受
給
者
の
年
間

月
平
均
者
数
は
七
千
六
百
六
十

二
人
で
、
前
年
度
に
比
べ
三
百

七
十
五
人
（
四
・
七
パ
ー
セ
ン

ト
）
減
少
し
ま
し
た
。
平
成
十

八
年
度
の
歳
入
と
歳
出
は
グ
ラ

フ
５
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
歳
出
総
額
を
被
保
険

者
（
医
療
受
給
者
年
間
月
平
均

者
数
）
一
人
当
た
り
に
換
算
す

る
と
、
六
十
九
万
三
千
百
三
十

五
円
で
す
。

担
当

保
健
医
療
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
２
１
３

�
０
４
６（
２
５
２
）７
０
４
３

公
共
下
水
道
は
、
下
水
道
使

用
料
を
い
た
だ
き
、
下
水
管
の

敷
設
や
維
持
管
理
を
す
る
事
業

で
す
。
平
成
十
八
年
度
の
整
備

面
積
二
・
九
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
を

加
え
た
整
備
済
み
面
積
は
、
千

百
八
十
七
・
六
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

で
、
事
業
認
可
区
域
千
二
百
六

十
一
・
一
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
対

す
る
整
備
率
は
九
四
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
平
成

十
八
年
度
の
歳
入
と
歳
出
は
グ

ラ
フ
６
の
と
お
り
で
す
。

担
当

下
水
道
課

�
０
４
６（
２
５
２
）８
５
４
１

�
０
４
６（
２
５
５
）３
５
５
０

介
護
保
険
事
業
は
、
介
護
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
に
保
険

料
を
納
め
て
い
た
だ
き
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
事
業
で

す
。
制
度
開
始
か
ら
七
年
目
を

迎
え
、制
度
の
さ
ら
な
る
育
成
、

充
実
に
よ
り
円
滑
な
事
業
運
営

を
目
指
し
ま
し
た
。
平
成
十
八

年
度
の
歳
入
と
歳
出
は
グ
ラ
フ

７
の
と
お
り
で
す
。

担
当

長
寿
介
護
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
７
１
９

�
０
４
６（
２
５
２
）８
２
３
８

※
水
道
事
業
会
計
の
決
算
に
つ

い
て
は
、
本
紙
十
一
月
十
五
日

号
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
で

す
。

【表３】 【グラフ２】 性質別歳出内訳  目的別歳出構成比 
内　　訳 

人 件 費  

物 件 費  

維持補修費  

扶 助 費  

補 助 費 等  

小　　　計  

普 通 建 設  

事 業 費  

小 計  

公 債 費  

積 立 金  

投資及び出資金 
・ 貸 付 金  

繰 出 金  

小 計  

合　　　　計 

区分 金 額（万円） 構成比(%)

840,377 

389,073 

63,877 

587,749 

200,202 

2,081,278 

 
96,111

 

96,111 

349,382 

131,731 

 
11,625

 

408,731 

901,469 

3,078,858

27.3 

12.6 

2.1 

19.1 

6.5 

67.6 

 
3.1
 

3.1 

11.3 

4.3 

 
0.4 

13.3 

29.3 

100.0

消
費
的
経
費 

そ
　
の
　
他 

投
資
的
経
費 

民 生 費  

総 務 費  

公 債 費  

土 木 費  

衛 生 費  

教 育 費  

消 防 費  

議 会 費  

労 働 費  

商 工 費  

農林水産業費 

消費的経費 

投資的経費 

高齢者や障害者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費 

住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費 

市の借金の元金と利子を支払うための経費 

道路、河川、公園などの整備のための経費 

ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費 

小・中学校での教育、生涯学習などの経費 

消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費 

市議会を運営するための経費 

労働に関する問題対策のための経費 

商業、工業の振興を図るための経費 

農業、林業、水産業の振興を図るための経費 

支出の効果が資本形成に向けられ、施設などが 
将来に残る経費 

支出の効果が当該年度またはきわめて短期間で 
終わる経費 

（注）この表は、地方財政状況調査の
分類方法を準用していますので、
公債費の中の借換債62,818万円は除
かれています。 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

公　債　費 

民　生　費 

総　務　費 

衛　生　費 

教　育　費 

土　木　費 

消　防　費 

議　会　費 

労　働　費 

農林水産業費 

商　工　費 

諸支出金 

18年度　314億1,675万円 
17年度　308億5,998万円 

98億2,551万円（31.3％） 
98億1,046万円（31.8％） 

56億2,389万円（17.9％） 
53億3,538万円（17.3％） 

41億2,200万円（13.1％） 
39億685万円（12.7％） 

35億1,002万円（11.2％） 
31億9,252万円（10.3％） 

32億6,621万円（10.4％） 
33億6,042万円（10.9％） 

28億4,607万円（9.1％） 
30億4,811万円（9.9％） 

億円 

15億7,888万円（5.0％） 
15億5,880万円（5.1％） 

2億9,231万円（0.9％） 
2億9,219万円（0.9％） 

686万円（0.0％） 
513万円（0.0％） 

1億3,807万円（0.4％） 
1億3,920万円（0.4％） 

1億991万円（0.4％） 
1億1,025万円（0.4％） 

9,702万円（0.3％） 
1億67万円（0.3％） 

【表２】 【グラフ１】 自主・依存財源別歳入内訳 目的別歳入構成比 
内　　訳 

市 税  
分担金及び負担金 
使用料及び手数料 
財 産 収 入  
寄 附 金  
繰 入 金  
繰 越 金  
諸 収 入  
小　　　　　　計 
地 方 譲 与 税  
利 子 割 交 付 金  
配 当 割 交 付 金  
株式等譲渡所得割
交 付 金  
地 方 消 費 税  
交 付 金  
自 動 車 取 得 税  
交 付 金  
国有提供施設等所在
市町村助成交付金等 
地方特例交付金  
地 方 交 付 税  
交 通 安 全 対 策  
特 別 交 付 金  
国 庫 支 出 金  
県 支 出 金  
市 債  
小　　　　　　計 
合　　　　計 

区分 金 額（万円） 構成比(%)
1,732,165 
40,260 
38,308 
5,807 
606 

164,923 
109,318 
55,045 

2,146,432 
125,652 
5,690 
7,050 

 6,960 
 107,280 
 31,511 
 22,265 

51,582 
46,239 

 2,509 
287,906 
131,825 
273,448 

1,099,917 
3,246,349

53.3 
1.2 
1.2 
0.2 
0.0 
5.1 
3.4 
1.7 
66.1 
3.9 
0.2 
0.2 
 0.2 
 3.3 
 1.0 
 0.7 

1.6 
1.4 
 0.1 

8.9 
4.0 
8.4 
33.9 
100.0

自
　
主
　
財
　
源 

依
　
存
　
財
　
源 

市 税  

国庫支出金 

市 債  

繰 入 金  

県 支 出 金  

地方譲与税 

繰 越 金  
 
 地方消費税 
交 付 金  

自 主 財 源  

依 存 財 源  

市民税や固定資産税などの市に納められた税金 

国から交付される補助金や負担金など 

公共施設の整備などをするときに借りる市の借金 

積み立てられた資金などから引き出したお金 

県から交付される補助金や負担金など 

国税として納められた後、地方公共団体に対して譲与される税金 

市が自主的に収入できる財源 

国・県の意思により定められた額が交付される 
交付金、補助金などの財源 

前年度から繰り越したお金 

県に収められた地方消費税の２分の１に相当する
額を、市町村の人口および従業者数で案分して、
各市町村に交付されるお金 

市　　税 

市　　債 

国庫支出金 

地方譲与税 

繰　入　金 

繰　越　金 

県支出金 

地方消費税 
交　付　金 

そ　の　他 

18年度　324億6,349万円 
17年度　319億5,316万円 

27億3,448万円（8.4％） 
20億9,651万円（6.6％） 

28億7,906万円（8.9％） 
31億4,120万円（9.8％） 

16億4,923万円（5.1％） 
17億1,223万円（5.4％） 

13億1,825万円（4.0％） 
12億7,750万円（4.0％） 

12億5,652万円（3.9％） 
7億3,993万円（2.3％） 

10億9,318万円（3.4％） 
12億9,884万円（4.1％） 

10億7,280万円（3.3％） 
9億8,205万円（3.1％） 

31億3,832万円（9.7％） 
38億5,391万円（12.0％） 

億円 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

173億2,165万円（53.3％） 
168億5,099万円（52.7％） 

【表４】 市の財産 

土 地  

建 物  

基 金  

有価証券など 

平成17年度 平成18年度 

899,438� 

252,849� 

16億6,886万円 

2億5,341万円 

902,960� 

252,843� 

16億270万円 

2億8,499万円 

【表５】 市の負債 

市 債  
（ 一 般 会 計 ） 
市 債  
（公共下水道事業特別会計）  
土地開発公社 
 
合 計  

平成17年度 平成18年度 

297億9,343万円 

269億3,233万円 

11億4,343万円 

578億6,919万円 

291億6,422万円 

265億2,314万円 

11億6,686万円 

568億5,422万円 

【グラフ３】 平成18年度末 
一般会計市債残高 

総　額 
291億6,422万円 

教育債教育債 
65億9,518万円 
（22.6％） 

教育債 
65億9,518万円 
（22.6％） 

臨時税収補てん債臨時税収補てん債 
住民税等減税補てん債住民税等減税補てん債 
臨時財政対策債臨時財政対策債 
106億7,344万円 
（36.6％）％） 

臨時税収補てん債 
住民税等減税補てん債 
臨時財政対策債 
106億7,344万円 
（36.6％） 

公営住宅債 
庁舎債 
21億222万円 
（7.2％） 

土木債 
15億1,092万円 
（5.2％） 

退職手当債 
6億6,300万円 
（2.3％） 

民生債 
6億4,580万円 
（2.2％） 

その他 
69億7,366万円 
（23.9％） 

【グラフ４】 国民健康保険事業 【グラフ５】 老　人　保　健 

【グラフ６】 公共下水道事業 【グラフ７】 介護保険事業 

歳　入 
116億3,805万円 

歳　入 
41億7,683万円 

歳　入 
53億4,263万円 

歳　入 
39億2,084万円 

歳　出 
115億2,242万円 

歳　出 
40億9,225万円 

歳　出 
53億1,080万円 

歳　出 
37億7,074万円 

療養給付費 
交付金 
30億1,177万円 
（25.9％） 

療養給付費 
交付金 
30億1,177万円 
（25.9％） 

県支出金 
5億1,446万円 
（13.1％） 

その他 
6,948万円 
（1.8％） 

基金積立金 
20万円（0.0％） 

諸支出金 
3,009万円（0.8％） 地域支援事業費 

1億3,179万円（3.5％） 

保険給付費 
34億2,043万円 
（90.7％） 

保険給付費 
34億2,043万円 
（90.7％） 

総務費 
1億8,823万円 
（5.0％） 

支払基金交付金 
10億5,308万円 
（26.9％） 

支払基金交付金 
10億5,308万円 
（26.9％） 

保険料 
8億7,044万円 
（22.2％） 

保険料 
8億7,044万円 
（22.2％） 

国庫支出金 
6億7,255万円 
（17.1％） 

国庫支出金 
6億7,255万円 
（17.1％） 

繰入金 
7億4,083万円 
（18.9％） 

繰入金 
7億4,083万円 
（18.9％） 

公債費 
22億4,196196万円 
（5454.8％） 

公債費 
22億4,196万円 
（54.8％） 

建設費 
12億7,248248万円 
（31.1％） 

建設費 
12億7,248万円 
（31.1％） 

総務費 
5億7,781万円 
（14.1％） 

繰入金 
15億7,228万円 
（37.6％） 

繰入金 
15億7,228万円 
（37.6％） 

使用料及び手数料 
12億8,705万円 
（30.8％） 

使用料及び手数料 
12億8,705万円 
（30.8％） 

市債 
8億4,560560万円 
（20.3％） 

市債 
8億4,560万円 
（20.3％） 

国庫支出金 
3億6,938万円 
（8.8％） 

繰越金 
9,829万円 
（2.4％） 

その他 
423万円 
（0.1％） 

保険給付費 
77億677万円 
（66.9％） 

保険給付費 
77億677万円 
（66.9％） 

老人保健拠出金 
20億5,704704万円 
（17.8％） 

老人保健拠出金 
20億5,704万円 
（17.8％） 

介護納付金 
7億2,129万円 
（6.3％） 

国民健康保険税 
35億6,653万円 
（30.6％） 

国民健康保険税 
35億6,653万円 
（30.6％） 

国庫支出金 
23億9,474万円 
（20.6％） 

繰入金 
1313億3,082082万円 
（1111.4％） 

繰入金 
13億3,082万円 
（11.4％） 

その他 
7億2,199万円 
（6.2％） 

共同事業交付金 
6億1,220万円 
（5.3％） 

その他 
4億3,964万円 
（3.8％） 繰入金 

4億418万円 
（7.6％） 

県支出金 
3億9,431万円 
（7.4％） その他 

5,055万円 
（0.9％） 

諸支出金 
2,814万円 
（0.5％） 

国庫支出金 
14億9,193万円 
（27.9％） 

国庫支出金 
14億9,193万円 
（27.9％） 

支払基金交付金 
30億166万円 
（56.2％） 

支払基金交付金 
30億166万円 
（56.2％） 

医療諸費 
52億8,266万円 
（99.5％） 

医療諸費 
52億8,266万円 
（99.5％） 

共同事業拠出金 
5億9,768万円（5.2％） 

バランスシート （平成１９年３月３１日現在）（単位：千円） 

借　　　　方 貸　　　　方 

【資産の部】 
１.有形固定資産 
　（１）総　務　費 15,720,288 
　（２）民　生　費 4,604,638 
　（３）衛　生　費 1,766,084 
　（４）労　働　費 1,122 
　（５）農林水産業費 247,947 
　（６）商　工　費 10,835 
　（７）土　木　費 29,092,665 
　（８）消　防　費 1,037,136 
　（９）教　育　費 46,613,118 
　（10）そ　の　他 3,431 
　　　　　　　　　計 99,097,264 
　　　　　　 （うち土地） （40,850,290） 
　　　　　 有形固定資産合計 99,097,264 
 
２.投資等 
　（１）投資及び出資金 779,531 
　（２）貸　付　金 2,881 
　（３）基　　　金  
　　　①特定目的基金 658,991 
　　　②土地開発基金 0 
　　　③定額運用基金 10,000 
　　　　　　　　基金計 668,991 
　（４）退職手当組合積立金 0 
　　　　　　　投資等合計 1,451,403 
 
３.流動資産 
　（１）現金・預金  
　　　①財政調整基金 589,811 
　　　②減債基金 0 
　　　③歳計現金 1,046,740 
　　　　　　　　現金・預金計 1,636,551 
　（２）未　収　金  
　　　①地　方　税 1,141,634 
　　　②そ　の　他 117,478 
　　　　　　　　未収金計 1,259,112 
　　　　　　　流動資金合計 2,895,663 
 
　　　　　　　　資産合計 103,444,330

【負債の部】 
１.固定負債 
 
　（１）地　方　債 25,741,620 
 
　（２）債務負担行為  
　　　①物件の購入等 0 
　　　②債務保証又は損失補償  
　　　　　債務負担行為計 0 
 
　（３）退職給与引当金 7,761,382 
 
　　　　　固定負債合計 33,503,002 
 
２.流動負債 
 
　（１）翌年度償還予定額 3,422,599 
 
　（２）翌年度繰上充用金 0 
  
　　　　　流動負債合計 3,422,599 
 
 
　　　　　　負債合計 36,925,601 
 
 
 
【正味資産の部】 
 
１.　国庫支出金 9,828,253 
 
２.　都道府県支出金 1,520,493 
 
３.　一般財源等 55,169,983 
 
　　　　　正味資産合計 66,518,729 
 
 
 
　　　  負債・正味資産合計 103,444,330

※債務負担行為に関する情報　債務保証または損失補償に係るもの　　　3,424,450千円 

地方公共団体の会計は１年間における収入を見積もり、それに見合った支
出を行う単年度予算主義がとられています。
しかし、家計に例えると数年かかって貯めた貯金や、数年前に買った家と

借り入れた資金の状況が反映されていません。
そのため、平成18年度決算状況を市民の皆さんにより分かりやすく知って

いただくため、貯金や家（財産）および借入金（負債）の累積状況を表現で
きる企業的手法によるバランスシート（貸借対照表）を作成しました。

［資産の部］ 
１ 有形固定資産 
　市役所庁舎、保育所、道路、
公園、市営住宅、学校、市民会
館、図書館、体育館などの土地、
建物を部門別に分類し、減価償
却した後の額です。 
 
市の持っている施設の現在の価
値が分かります。 
 
２ 投資等 
　出資金や市民への直接貸付金、
福祉や学校建設基金といった特
定目的のために積み立てられた
基金（貯金）額などを計上して
います。 
 
３ 流動資産 
　短期間（1年以内）に換金で
きる預金や現金、税金の未収金
などを計上しています。 

借　方 

資産合計 

［負債の部］ 
１ 固定負債 
　市の長期借入金である地方債
の残高や、普通会計職員の退職
金相当額（想定）などを計上し
ています。 
 
 
２ 流動負債 
　翌年度に支払う長期借入金の
返済額と、前年度の収入不足に
より繰り上げて使った分を計上
しています。 
 
　負債合計 
 
 
［正味資産の部］ 
　土地の購入や道路、建物など
を建設するために充てられた国
や県の支出金、税などを計上し
ています。 
 
　正味資産合計 

貸　方 

負債・正味資産合計 

○ 資産は1,034億4,400万円、前年比2.4％の減少（市民1人当たり82万円）
○ 負債は369億2,500万円、前年比3.9％の減少（市民1人当たり29万円）
○ 正味資産は665億1,900万円、前年比1.5％の減少（市民1人当たり53万円）
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市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。 

お 役 立 ち 情 報 満 載 ！ 
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平成19年1月１日以前からあった
住宅（賃貸住宅を除く）を、19年４
月１日から22年３月31日までに一定
のバリアフリー改修した場合、その
住宅（100立方メートル相当分まで）
に対する翌年度分の固定資産税額を
３分の１減額します。
【減額用件】
○次のいずれかに該当する者が当該
家屋に居住していること
・65歳以上の者
・要介護または要支援の認定者
・障害者
○補助金を除く自己負担が30万円以
上の次の工事であること
・廊下の拡幅
・階段の勾配

こうばい

の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・引き戸への取り替え
・床表面の滑り止め化

【申請方法】
改修工事終了日から３カ月以内に

申請書と必要書類を担当へ
※必要書類など詳しくは担当にお問
い合わせください。
担当 固定資産税課
�046（252）8047 �046（255）3550

お近くに設置している防犯灯の中
で「夜になっても点灯しない」「つ
いたり消えたりしている」などの異
常がありましたら、故障内容と防犯
灯の下に付いている赤色板の「防犯
灯番号」を担当にご連絡ください。
担当 安全対策課
�046（252）8158 �046（252）7773

交通事故や火災など不慮の事故で
被害に遭った方に「災害見舞金」を
交付しています。
○対　象　国内で発生した車両・電
車・船舶・航空機などによる人
身・死亡事故に遭った市内在住者
※次の場合は対象となりません。
①被害者または遺族の故意、もし
くは重大な過失や違法行為によ
り発生した災害を受けたとき

②治療が通院だけのとき
③入院期間が15日未満のとき
○掛け金　不要
○申請方法　災害が発生した日から
１年以内に、被害者または遺族が
直接担当へ

担当 安全対策課
�046（252）8158 �046（252）7773

年末年始は忘年会、新年会などで
お酒を飲む機会が増える時期である

とともに、市に寄せられる騒音苦情
が増える時期でもあります。皆さん
の生活環境を守るために、深夜に大
声を出すなど、周りに迷惑を掛ける
行為はやめましょう。
担当 環境対策課
�046（252）8214 �046（255）3550

地元農家が生産した新鮮な野菜
や、市の特産品などを販売する朝市
です。今回は来場者に甘酒をご用意
しています（無くなり次第終了）。
○と　き　12月23日（日）午前７時
～８時（雨天決行）

○ところ　市役所ふれあい広場（市
役所とハーモニーホール座間の
間）
※雨天の場合は市役所アトリウム
で開催

○販売品　地場産野菜、農産物加工
品、肉、肉加工品、花き、市指定
特産品

※朝市は、毎月第４日曜日に開催し
ています。
担当 農政課
�046（252）7601 �046（255）3550

戦没者の死亡当時の遺族で、平成
17年４月１日現在、公務扶助料、遺
族年金などを受ける方がいない場
合、特別弔慰金（額面40万円、10年
償還の記名国債）が給付されます。
請求期限は、平成20年３月31日ま

でです。対象となる方でまだ請求を
していない場合は、担当にお問い合
わせください。
担当 福祉支援課
�046（252）7122 �046（256）3600

地域に根差した親しみのある緑地
づくりを目指して、市内にある公園
の花壇の世話をおおむね３年以上し
ていただける団体を募集していま
す。花壇の世話をするために必要と
なる花苗などは、市が提供します。
詳しい内容につきましては、担当

にお問い合わせください。
担当 公園緑政課
�046（252）7221 �046（255）3550

緑化に関する助成を次のとおり実
施しています。ご希望の方は事前に
担当にご相談ください。
【民間施設緑化事業】
○助成対象　150平方メートル以上
の民間駐車場の緑化

○助成内容　市が購入した樹木の苗
木を無料配布（限度額10万円）

【生け垣設置奨励金】
○交付条件　自己敷地内への生け垣
の設置で、次のすべてに該当し、
事前審査を受けたもの①公道また
は公道に準ずる私道（以下、道路）
に面する延長が２メートル以上②
設置部分の高さが道路から1.5メ
ートル以下③樹高が0.9メートル

以上④葉が触れ合う程度に列植
○交付額　１メートル当たり4,000
円（限度額８万円）、既存の塀を
壊して設置する場合は１メートル
当たり6,000円（限度額12万円）
※一部地区では限度額が異なりま
す。

担当 公園緑政課
�046（252）7221 �046（255）3550

市教育委員会
の委員長および
委員長職務代理
者の任期満了に
伴い、委員長に
伊藤恵さん（南
栗原四丁目在住、
右写真）、同職務
代理者に片野一
二さん（相武台
１丁目在住）を選任しました。任期
は、平成19年11月15日からそれぞれ
１年です。
伊藤さんは平成16年11月に教育委

員に就任し、初の委員長の就任とな
ります。片野さんは平成13年11月に
教育委員に就任し、現在２期目。職
務代理者の就任は今回で３回目とな
ります。
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

１月に青少年センターで実施する
催し「新春のつどい」のお手伝いを
していただけるボランティアを募集
します。
○と　き　平成20年１月27日（日）
午前９時～午後３時

○内　容　受付案内・模擬店・お正
月遊びコーナーなどでの用務

○対　象　市内在住・在勤・在学者
13歳（中学生）以上

○申込方法　直接または電話で担当
へ

担当 青少年課
�046（253）8411 �046（259）2163

○と　き　平成20年１月下旬～３月
上旬

○ところ　県内10会場
※講習種別によって日時や場所が
異なりますので、詳しくは担当に
お問い合わせください。

○対　象　危険物施設で危険物の貯
蔵取扱作業従事者で次のいずれか
に該当する方①免状の交付を受け
た日から３年以内②前回の講習を
受けた日から３年以内③危険物の
取扱作業に従事することになった
日から１年以内
※受講義務のない方でも免状所持
者であれば、希望者は受講できま
す。

○受講料　4,700円
○申込方法　担当および東・北分署
に備え付けの申請書に必要事項を
記入し、平成20年1月10日（木）
までに申請書に記載されている申
請先へ郵送

担当 消防本部予防課
�046（256）2213 �046（256）2215

○と　き　平成20年２月17日（日）
○ところ　神奈川大学校舎（横浜市
神奈川区六角橋）

○試験の種類　甲種、乙種全類、丙
種

○受験資格　乙種、丙種は制限なし
○申込方法　担当や東・北分署に備
え付けの申請書に必要事項を記入
し、12月17日（月）から平成20年
１月17日（木）までに申請書に記
載されている申請先へ郵送

担当 消防本部予防課
�046（256）2213 �046（256）2215

平成19年１月１日～11月30日
（物件事故を含まず）

※火災・災害情報の問い合わせは、
テレフォンサービス�046（251）1399
へ。

◆子育てサロン「ぽっかぽか」
○と　き　12月25日（火）午前10時
～正午

○内　容　親子でくつろぎ、おしゃ
べりをしながらクリスマスの雰囲
気を味わい楽しむ

○対　象　乳幼児を持つ親子
○費　用　無料
○申込方法　当日直接同センターへ

◆あすなろ大学公開講座６
○と　き　12月21日（金）午後１時
30分～３時30分

○内　容　「日本の神話･世界の神
話」と題した同大学生の研究発表

○定　員　100人（先着順）
○参加方法　当日直接同センターへ
◆ひがし子どもクリスマス会
○と　き　12月22日（土）午前10時
～正午

○内　容　サンタさんとうたおう、
キャンドル点灯式、人形劇「ブレ
ーメンの音楽隊」、エプロンシア
ター「赤ずきんちゃん」、手遊び、
パネルシアター「三匹のがらがら
どん」、大型紙芝居、あやせキッ

ズコーラスミニミニコンサート、
体操「あわてんぼうのサンタクロ
ース」

○入　場　無料（幼児は保護者同伴）
○参加方法　当日直接同センターへ
◆新春卓球大会
○と　き　平成20年１月５日（土）
午後１時～４時

○内　容　卓球のゲームを楽しむ
○対　象　小学４年生以上
○定　員　35人（申込順）
○参加費　無料
○申込方法　１月４日（金）までに
直接、電話またはファクスで同セ
ンターへ

※ラケットを持っている方は持参し
てください。

◆ジュニア・サイエンスクラブ
～冬の夜空をウオッチング
○と　き　平成20年１月19日（土）
午後６時～８時

○内　容　望遠鏡を使った夜空の観
察

○対　象　市内在住の小学５・６年
生と保護者

○定　員　10人（多数抽選）
○参加費　無料
○持ち物　筆記用具、防寒着
○申込方法　往復はがき１枚に保護
者を含めて参加者３人までの氏
名、ふりがな、学年、住所、電話
番号を記入し｢親子星空観察会希
望」と明記して、１月５日（土）
までに同センターあて郵送または
ファクス。または返信用のはがき
を持って直接同センターへ

◆エクササイズウオーキング
○と　き　平成20年１月19日（土）
午前９時30分～11時30分（午前９
時会場）

○内　容　健康・体力づくりのため
のウオーキングの方法と長続きさ
せる秘

ひ

訣
けつ

を学ぶ
○講　師　東海大学教授宇佐美彰朗
さん（元オリンピックマラソン競
技日本代表選手）

○対　象　18歳以上
○定　員　50人（申込順）
○受講料　500円
○持ち物　体育館用シューズ、動き
やすい服装、汗ふきタオル

○申込方法　１月18日（金）までに
参加費を添えて直接体育館へ
※電話予約の場合は一週間以内に
手続きを。

◆市立保育園臨時・非常勤保育士
○募集職種　①臨時保育士②非常勤
保育士③非常勤保育士（週休対応
保育士）④非常勤給食調理員兼庁
務作業員

○募集人数　15人程度
○応募資格　①～③保育士資格所持
者④なし

○勤務期間　①平成20年４月１日～
９月30日（更新可）②～④平成20
年４月１日～平成21年３月31日

○勤務日時　①月曜～金曜日午前８
時30分～午後５時15分、担当によ
り土曜日（月１回程度、平日振替

休）とローテーション勤務あり
（月曜～金曜日は午前７時30分～
午後４時・午前10時30分～午後７
時、土曜日は午前７時30分～午後
４時・午前10時～午後６時30分）
②月曜～金曜日午前７時30分～午
後７時の間で早朝または夕方の４
時間勤務。土曜日のみ午後６時30
分までの午前または午後の５時間
30分勤務③月曜・金曜日午前８時
30分～午後５時15分、土曜日は午
後０時30分まで④月曜～金曜日の
間で２～３日の午前８時30分～午
後５時15分

○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項および希望職種を
記入し、保育士資格所持者は保育
士証の写しを添付して、１月21日
（月）までに本人が担当に持参
担当 子育て支援課
�046（252）7202 �046（252）7043

◇地域福祉ふれあい基金へ
▽34,362円＝よもぎの会▽３万円＝
県央イベント商業協同組合▽１万
円＝市たばこ販売協議会女性部▽
28,901円＝神奈川歌謡友の会
◇市社会福祉協議会へ
▽17,974円＝市民生委員児童委員協
議会▽10万円、米100キログラム＝
川口淳三▽7,348円＝市ボランティ
ア連絡協議会▽１万円=但中正信▽
１万円＝よもぎの会▽５千円＝西山
グループ▽10,995円＝相模健康セン
ター募金箱▽３万円＝マザーズクラ
ブ▽３万５千円＝銭太鼓連盟直伎久
会＝▽１万５千円＝相武台コミセン
祭り実行委員会▽トイレットペーパ
ー960ロール＝市リサイクル協同組
合▽８万円＝市チャリティーゴルフ
大会実行委員会▽１万円＝神奈川セ
ントラルケアセンター

○本場よりもおいしい
“キムチづくり”
▽とき＝12月23日（日）午前９時30
分～午後０時30分▽ところ＝市民健
康センター▽内容＝キムチのもと
“タレ作り”▽定員＝25人（申込順）
▽参加費＝2500円▽申込方法＝12月
20日（木）までに�046（253）9226
（大木）へ
○子育て電話相談ボランティアつく
しんぼの会「おーいみんなおい
で！小さな子　大きな子いっしょ
にあそぼうよ」

▽とき＝平成20年１月７日（月）午
前10時～11時30分▽ところ＝サニー
プレイス座間３階多目的ホール▽内
容＝正月遊び、折り紙遊び、アニメ
映画上映、オセロなど▽参加方法＝
当日直接会場へ▽問い合わせ先＝座
間市社会福祉協議会ボランティアセ
ンター�046（266）2002
○ざまパソコンサポートクラブ「デ
ジカメ画像加工入門講座」

▽とき＝平成20年１月10日から24日
までの毎週木曜日午後１時30分～４
時30分（全３回）▽ところ＝市公民
館▽内容＝デジタルカメラの基礎と
パソコンで簡単な画像処理を学ぶ▽
対象＝パソコンでの文字入力とマウ
ス操作ができる方▽定員＝16人（多

数抽選）▽受講費＝600円（教材代）
▽持ち物＝筆記用具▽申込方法＝12
月25日（火）まで（消印有効）に、
往復はがきで市公民館（〒228-0024
座間市入谷１－3097）へ▽問い合わ
せ先＝市公民館�046（255）3131
○はじめてのバードウオッチング
双眼鏡の使い方から学び、身近な

鳥や丹沢にやって来る冬鳥などの観
察をします。▽とき＝平成20年１月
26日（土）午前９時30分～午後４時
▽ところ＝秦野ビジターセンター▽
対象＝小学生以上（小学生は保護者
同伴）▽定員＝30人（多数抽選）▽
参加費=300円（資料代・保険代）
▽申込方法＝往復はがきまたはファ
クスで、行事名、参加者の氏名・年
齢・住所・電話番号、ファクスの場
合は返信先のファクス番号も記入
し、１月11日（金）までに〒259-
1304秦野市堀山下1513秦野ビジター
センター�0463（87）9311へ
○横浜いのちの電話ボランティア募
集
ひとりで悩んでいる人と電話で対

話し、新たに生きる勇気を持つよう
心の支えになることを目的に、電話
相談活動を行なうボランティアを募
集しています。▽対象=１年間週１
回の養成コースに参加後、月２回
（１回３～４時間）主にメンタルヘ
ルス相談員として無料奉仕できる23
～62歳の方▽養成コース研修費＝７
万円（分割納入）▽応募方法＝〒
240-8691日本郵便保土ヶ谷支店私書
箱32号「横浜いのちの電話」事務局
に募集要項を郵便（80円切手を同封）
で請求後、２月１日（金）までに応
募書類を同事務局に郵送▽問い合わ
せ先＝同事務局�045（333）6163
○交通事故の無料弁護士相談
【交通事故専門の弁護士による無料
相談】▽とき＝毎週水曜日午後１時
～４時（要予約・面談）【専門相談
員による自賠責保険の請求など交通
事故解決の無料アドバイス】▽と
き＝月曜～金曜日午前９時～午後５
時▽相談・問い合わせ先＝日本損害
保険協会横浜自動車保険請求相談セ
ンター�045（323）6211
○平成20年度県政モニター募集
県では、県政に関するテーマアン

ケートへの回答（年５回程度）、会
議への出席（年２回程度）と県政に
関する意見募集への協力といった活
動をしていただく県政モニターを募
集します。▽対象＝県内在住で平成
20年４月１日現在、満20歳以上で年
間を通じて県政モニターの活動がで
きる方▽定員＝400人▽任期＝平成
20年４月～平成21年３月31日▽謝
礼＝記念品（図書カード）▽応募方
法＝平成20年１月31日（木）までに
市役所１階情報コーナー・３階広聴
相談課窓口などで配布している応募
用紙を利用して郵送（県ホームペー
ジhttp://www.pref.kanagawa.
jp/osirase/kohokenmin/shumo
ni/monitor/boshu.htmlからも申
し込み可）▽問い合わせ先＝県県民
部広報県民課集会・モニター班�
045（210）3669
○ＮＨＫ学園生涯学習通信講座
▽講座の種類＝俳句、短歌、川柳、
書道、ペン字、写経、水彩画、絵手
紙、写真、文章教室など200コース
以上▽受講期間＝３カ月～１年間
（講座によって異なる）▽募集時
期＝随時▽案内書請求先＝�0120
（06）8881▽問い合わせ先＝ＮＨＫ
学園�042（572）3151

バリアフリー改修をした
住宅の固定資産税を減額

○筝友会
▽内容＝筝

そう

のグループ練習▽とき＝
毎月第１・３水曜日午後１時～５時
▽ところ＝市公民館▽会費＝月額
3500円▽連絡先＝�046（254）5972
（鈴木）
○七宝コスモス会
▽内容＝七宝焼きを学ぶ▽とき＝毎
月第２・３金曜日午前９時30分～午
後２時30分▽ところ＝北地区文化セ
ンター▽対象＝女性▽会費＝2000円
（入会金2000円）▽連絡先＝�046
（258）1581（上野）
○セントラル・クラブ
▽内容＝ソフトボールを通して会員
同士の親睦と体力づくりを図る▽と
き＝毎月日曜日３～４回午前８時30
分～10時30分▽ところ＝新田宿グラ
ウンドほか▽対象＝40～72歳の方
（初心者可）▽会費＝月額1000円▽
連絡先＝�046（255）4310（丸山）
○元気になる空手道教室
▽内容＝空手の練習▽とき＝毎週日
曜日午後５時～７時▽ところ＝相模
が丘小学校体育館▽対象＝４歳以上
（成人歓迎）▽会費＝月額2000円
（入会金2000円）▽連絡先＝�042
（741）7444（山本）
○とうらく陶芸倶楽部
▽内容＝のびのびと気楽に陶芸を楽
しむ▽とき＝毎月２回日曜日午後１
時30分～４時30分▽ところ＝青少年
センター▽対象＝小学生以上▽会
費＝２回参加ごとに3000円▽連絡
先＝�080（5020）5313（亀山）
○着物愛好会
▽内容＝着物の着付け教室▽とき＝
毎月第２・３・４木曜日午後７時～
９時▽ところ＝立野台コミュニティ
センター▽会費＝2000円▽連絡先＝
�046（256）7742（パケット順子）
○座間陶芸会
▽内容＝陶芸の作品づくりを楽しむ
▽とき＝毎月第２土曜・日曜日午後
１時～４時30分▽ところ＝青少年セ
ンター▽定員＝10人（先着順）▽会
費＝500円（材料費など別途実費）
▽連絡先＝�046（251）3454（根本）
○吟翠会
▽内容＝俳句、短歌、漢詩の吟詠練
習▽とき＝毎週第２・４木曜日▽と
ころ＝市公民館▽会費＝月額2000円
▽連絡先＝�046（252）1612（伊藤）
○太極拳相模が丘はくつる会
▽内容＝健康の増進と強い体をつく
る太極拳を学ぶ▽とき＝月４回▽と
ころ＝相模が丘コミュニティセンタ
ー▽対象者＝どなたでも（高齢者歓
迎）▽連絡先＝�046（253）7231（松本）
○ざま弦楽アンサンブル
▽とき＝毎月２回日曜日午前９時30
分～午後１時▽ところ＝北地区文化
センターなど▽対象＝バイオリンま
たはビオラを持っていて少しでも演
奏経験のある方▽会費＝月額1000円
（入会金1000円）▽連絡先＝�046
（251）3850（平尾）
○少林寺拳法　座間支部
▽内容＝護身術習得や精神修養、健
康増進を目的に、拳法を学ぶ▽と
き＝毎週水曜・金曜日午後７時～９
時30分▽ところ＝小松原コミュニテ
ィセンター、旭小学校体育館▽対
象＝小学生以上▽会費＝月額3000円
（入会金3000円）▽連絡先�046（257）
0971（佐藤）

市内の交通事故件数
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防犯灯の異常に気付いたら連絡を

ご存じですか？災害見舞金制度

ご注意ください！深夜騒音

ざま市民朝市

戦没者の遺族に対する特別弔慰金

花とうるおいのある緑地づくり
参加団体募集

ご利用ください！「民間施設緑
化事業」「生け垣設置奨励金」

教育委員長に伊藤恵さんを選任

伊藤恵さん

新春のつどい　ボランティア募集

危険物取扱者保安講習会

危険物取扱者試験

北地区文化センター
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東地区文化センター
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市観光協会では、市民の財産である地
域資源を守り、育て、次世代につなげる
ために、地域住民の皆さんとともに、観
光事業に取り組んでいただける会員（個
人会員および法人会員）を募集します。
申し込み方法など、詳しくは担当へお

問い合わせください。
・個人正会員　年会費　一口1,000円（一口以上）
・事業所等正会員（個人事業所、法人、団体など）
一口5,000円（二口以上）

・賛助会員　年会費　一口3,000円（一口以上）
問い合わせ先 市観光協会事務局
�046（205）6515 �046（205）6516

担当 商工観光課　�046（252）7604 �046（255）3550

新成人を祝い、励ますため成人式を
次のとおり実施します。多くの新成人
の皆さんのご出席をお待ちしています。
○と　き　平成20年１月14日（月）11
時～（午前10時～受け付け）

○ところ　ハーモニーホール座間（市
民文化会館）大ホール

※当日は案内状を持参してください。
案内状が届いていない方は、担当にお
問い合わせください。
担当 青少年課 �046（253）8415 �046（259）2163 11月24日、ハーモニー

ホール座間（市民文化会
館）において、第31回市
青少年健全育成大会（市
青少年問題協議会主催）
が開催されました。
この大会は、次代を担

う青少年が心身共にたく
ましく成長することのできる地域社会づくりを推進するもの
です。当日会場では、中学生の主張作文コンクール入賞およ
び青少年善行ほう賞の表彰式が実施されました。表彰を受け
た方々は次の皆さんです。（敬称略）
《中学生の主張作文コンクール》
○最優秀賞　村井寿理（西中２年）
○優秀賞　中島綾香（西中２年）、谷津夏希（東中２年）、浅
野璃穂（栗原中１年）、上野夏生（栗原中１年）、生駒つば
さ（栗原中２年）、増尾翼（相模中２年）

《青少年善行ほう賞》
（団体）
○国際福祉部（南中）

福祉活動および地域の環境美化に貢献
○座間小ブロック星の谷第３子ども会

通学路や県立座間谷戸山公園内菖蒲田の清掃活動に貢献
○成光学園ボランティアクラブ

成光学園の子どもたちへ学習支援やスポーツ、遊びなど
のボランティア活動で貢献

○ボランティアサークルほうせきばこ
障害児やその兄弟、家族への支援活動に励み長年にわた

って貢献
○バレーボール部（座間中）

ローリングバレーボール大会において、大会運営のボラ
ンティア活動で貢献

（個人）
○大澤裕美、向笠美和子、玉生百代

ジュニアリーダーとしてさまざまな事業に、長年にわた
り貢献

○稲垣俊介
主に不登校児童や生徒への学習支援に貢献

○森山茜、森山凌太
地域の親水公園の清掃をとおし、環境美化に貢献

○坂口麻実
手話や高齢者への福祉活動を長年にわたって貢献

○佐藤百恵、松本茉里香
地域住民の安全確保に貢献

○増島彩
ジュニアリーダー活動およびボランティア活動に貢献

担当 青少年課　�046（253）8415 �046（259）2163

市では、平成９年から市ホームページを公開し、各種制度の改正や催しの情報な
どさまざまな市政情報を市民の皆さんに提供しています。
このたび、市ホームページをより使いやすくかつ、分かりやすくするために全面

的なリニューアルをし、22日（土）正午からご覧いただける予定です。主な特徴は
次のとおりです。
どうぞ新しくなるホームページを活用して、さまざまな市政情報をご覧ください。

＜ページ構成＞
○トップページで、常に最新情報を案内する「新着情報」と、市が、今一番市民の
皆さんにお知らせしたい情報をまとめた「トピックス」の２つの情報区分を新設
※最新記事の見出しや概要を配信する機能（RSS）を導入

○災害が発生したときに、速やかにその状況をお知らせする「災害時情報」ページ
を新設

○「暮らしのガイド」「福祉・健康・医療」「市政・まちづくり」「子育て・教育」
などの目的別の大きな情報区分から、より細かい情報を簡易に探せるように配慮

○「ライフステージ別ガイド」「相談」「助成・手当」「減免」など、複数の担当課
が関連する情報の充実

＜操作支援＞
このたびリニューアルする市ホームページは、ウェブアクセシビリティ（高齢者

や体の不自由な方などでも、不自由なくホームページを利用できるようにするため
の基準）に配慮したページを目指し、操作の支援ツールとして「WebUD」（ウェ
ブユーディー）を導入しました。この機能をご利用いただくことにより、文字を音
声で読み上げたり、文字の拡大や文字背景色の変更、さらには漢字の読み仮名を表
示したりすることができます。
また、視覚や上肢の不自由な方にご利用いただけるように、音声ブラウザ（音声

で案内するホームページ閲覧ソフト）やキーボードによる操作にも対応しています。
※市ホームページをご覧いただくには、インターネットに接続しているパソコンか
ら「YAHOO!JAPAN」や「google」などの検索サイトを開き、そこで「座間市」
と検索して探すか、次のURLを直接入力して閲覧してください。
新ホームページURL http://www.city.zama.kanagawa.jp/
担当 情報推進課 �046（252）8321 �046（255）3550
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